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利 用 者 の た め に

Ⅰ 漁業センサスの概要

１ 調査の目的

、 、 、 、漁業センサスは 我が国の漁業の生産構造 就業構造を明らかにするとともに 漁村

流通・加工業等の漁業の背景の実態を総合的に把握し、漁業構造の改善等水産行政諸施

策の基礎資料を整備することを目的としている。

２ 根拠法規

統計法（昭和22年法律第18号 、統計法施行令（昭和24年政令第130号）及び漁業センサ）

ス規則（昭和38年農林省令第39号）に基づいて行った。

３ 調査の体系

調査年次 調 査 の 対 象 調 査 の 系 統 調査期日 調 査 方 法

海面に沿う市区町村及び漁業 農 林 水 産 省 平成15年 調査員が調査客体から

法第86条1項規定により農林 ｜ 11月１日 の面接聞き取り調査

水産大臣が指定した市区町村 都 道 府 県 現　　在 (一部項目（会社、官

2 0 0 3 年 漁 業 経 営 体 調 査 ｜ 公庁、学校、試験場

（第11次） 市 区 町 村 については全部）自計

｜ 申告）

調 査 員

農 林 水 産 省 平成10年 調査員が調査客体から

｜ 11月１日 の面接聞き取り調査

都 道 府 県 現　　在 (一部項目（会社経営

｜ 体については全部）自

漁 業 経 営 体 調 査 同      上 市 区 町 村 計申告）

第10次 ｜

指 導 員

｜

調 査 員

調　査　の　種　類
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面
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業
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査

海
 
面
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Ⅱ 利用上の注意

2003年（第11次）漁業センサスの主な改正点

2003年漁業センサス（海面漁業調査及び流通加工調査）の実施に当たっては、水産業

の情勢の変化等を踏まえ、次の変更を行った。

１ 調査項目の充実

(1) 資源管理の状況を明らかにするため、養殖施設の稼働状況、遊漁が行われている

場所の有無、遊漁者の受け入れ態勢等を把握する項目を設定。

(2) 水産物の生産から流通・消費に至る実態を明らかにするため、漁業経営体におけ

る漁獲物の出荷先、冷凍・冷蔵、水産加工場における原料の仕入れ先、製品の出荷

先等を把握する項目を設定。

(3) 水産加工業及び魚市場における安全・品質確保の取組を把握するため、衛生管理

施設への投資金額、廃棄物等の再生利用についての取組等を把握する項目を設定。

(4) 女性の労働状況や漁業関連産業における就業状況を把握するため、漁業経営体に

、 、おける漁業の海上/陸上作業に従事した人が最も多かった時期の人数 冷凍・冷蔵

水産加工場等における従業員数等を男女別に把握する項目を設定。

(5) 漁業就業者及び漁船の乗組員における外国人の実態を把握するため、漁船の外国

人乗組員を把握する項目を設定。

(6) 水産業・漁村の有する多面的機能や漁村の生活環境の実態を把握するため、漁業

体験・漁村体験の実施主体や開催回数、合成洗剤不使用の取組等を把握する項目を

設定。

２ 調査範囲の変更

従前の「冷凍・冷蔵工場調査」及び「水産加工場調査」を統合し、新たに「冷凍

・冷蔵、水産加工場調査」として調査範囲を沿海市区町村から全国の市区町村（沿

海及び非沿海）に変更。

１ 報告書の構成

本報告書は、第10次漁業センサス及び2003年（第11次）漁業センサスの海面漁業調査

の客体となった漁業経営体につ（第10次漁業センサスにおいては、海面漁業基本調査）

いて、継続経営体、新規着業経営体及び休廃業経営体に関する統計を取りまとめ、漁業構

造の変化に関する統計として、全国編、大海区編及び都道府県編に区分して編集したもの

である。

２ 調査の定義及び約束事項

（１） 海面漁業調査

過 去 １ 年 間 2003年（第11次）漁業センサスにおいては、平成14年11月１日～

平成15年10月31日の期間。

第10次漁業センサスにおいては、平成9年11月1日～平成10年10月31

日の期間。

漁 業 経 営 体 過去１年間に利潤又は生活の資を得るために、生産物を販売するこ
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とを目的として、海面において水産動植物の採捕又は養殖の事業を行

った世帯又は事業所をいう。

ただし、過去１年間における漁業の海上作業従事日数が30日未満の

個人経営体は除く。

継 続 経 営 体 第10次漁業センサス及び2003年(第11次)漁業センサスの海面漁業調

（ 、 ）査客体名簿 第10次センサスにおいては 海面漁業基本調査客体名簿

を照合して、同一漁業地区内で世帯主氏名、事業所名又は代表者名が

一致（世帯主氏名等が世代交代等により不一致であっても実質的に経

営が継続しているものを含む ）し、かつ経営組織が一致した経営体を。

いう。

新規着業経営体 2003年(第11次)漁業センサスの漁業経営体であって、継続経営体以

外の経営体をいう。

なお、漁業地区をまたがって転入した経営体については、実質的に

経営が継続している経営体であっても新規着業経営体とする。

休 廃 業 経 営 体 第10次漁業センサスの漁業経営体であって、2003年(第11次)漁業セ

ンサスの漁業経営体（継続経営体）にならなかった経営体。

なお、漁業地区をまたがって転出した経営体については、実質的に

経営が継続している経営体であっても休廃業経営体とする。

経 営 組 織 漁業経営体を経営形態別に分類する区分をいう。

個 人 経 営 体 個人で漁業を自営する経営体をいう。

団 体 経 営 体 個人経営体以外の漁業経営体をいい、会社、漁業協同組合、漁業生

産組合、共同経営、官公庁・学校・試験場に区分している。

会 社 商法又は有限会社法に基づき設立された合名会社、合資会社、株式

会社及び有限会社をいう。

漁業協同組合 水産業協同組合法（昭和23年12月15日法律第242号）に基づき設立さ

れた漁業協同組合及び漁業協同組合連合会をいう。

漁業生産組合 水産業協同組合法に基づき設立された漁業生産組合をいう。

（ ） 、 、 、共 同 経 営 二人以上 法人を含む が 漁船 漁網等の主要生産手段を共有し

漁業経営を共同で行ったものをいう。

官公庁・学校 官公庁・学校・試験場のうち漁獲物又は収獲物を販売したものをい

・試験場 う。

経 営 体 階 層 漁業経営体が「過去１年間に主として営んだ漁業種類」又は「過去

１年間に使用した漁船のトン数」により、次の方法により決定した。

（ ）(ｱ) 過去１年間に主として営んだ漁業種類 販売金額１位の漁業種類

により決定した経営体階層。

大型定置網、小型定置網、地びき網及び海面養殖の各階層。

(ｲ) 過去１年間に使用した漁船の種類及び動力船の合計トン数により

決定した経営体階層。

上記(ｱ)以外の経営体は、使用漁船の種類及び使用動力船の合計ト

ン数により、漁船非使用、無動力船、動力１トン未満から動力3,000

トン以上の階層までの15経営体階層を決定した。

なお、船外機付船のみを使用した経営体で(ｱ)に該当する以外はす

べて１トン未満階層とした。

、 、 （ 、また 動力漁船の合計トン数には 専用船 遊漁のみに用いる船
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買いつけ用の鮮魚運搬船等）のトン数は含んでいない。

漁 獲 金 額 過去１年間の漁獲物の販売金額である。

漁 業 層

沿 岸 漁 業 層 漁船非使用、無動力船、動力船10トン未満、定置網、地びき網及び

海面養殖の各階層を総称したものをいう。

中 小 漁 業 層 動力船10トン以上1,000トン未満の各階層を総称したものをいう。

大規模漁業層 動力船1,000トン以上の各階層を総称したものをいう。

漁 業 種 類 (ｱ 「主とする漁業種類」）

漁業経営体が過去１年間に営んだ漁業種類のうち主たる漁業種類

をいい、漁業種類を２種類以上営んだ場合、販売金額１位の漁業種

類をいう。

(ｲ 「営んだ漁業種類」）

漁業経営体が過去１年間に営んだすべての漁業種類をいう。

漁 船 過去１年間に経営体が漁業生産のために使用し、調査日現在保有し

ているものをいい、主船のほかに付属船（まき網における灯船、魚群

探索船、網船等）を含む。

だだし、漁船の登録を受けていても、直接漁業生産に参加しない船

（遊漁のみに用いる船、買いつけ用の鮮魚運搬船等）は除く。

主機関の馬力数 ｐｓ・・・漁船法により平成13年度までに都道府県に登録された漁

船に搭載されている主機関（推進機関）の馬力数をいう。

（ ）ｋｗ・・・漁船法により平成14年度以降に新たに主機関 推進機関

を搭載し、都道府県に登録された（されている）漁船の馬

力数をいう。

最盛期の海上作業 各漁業経営体において、過去１年間に営んだすべての海面漁業を通

従事者数 じて最も多くの人が漁業の海上作業に従事した時期の人数をいう。し

たがって、最盛期の海上作業従事者数を合計したものは漁業従事者数

の実数とはならない。

基幹的漁業従事者 個人経営体の世帯員のうち、満15歳以上で自営漁業の海上作業従事

日数が最も多い者をいう。

自営漁業の後継者 個人経営体の世帯員のうち、満15歳以上で過去1年間に漁業に従事し

た者で、将来自営漁業の経営主になる予定の者をいう。

数値及び記号の表示３

（１）数値

本統計書の数値は確定値であり 「2003年（第11次）漁業センサス結果概要」に掲、

載した概数値とは若干異なることがある。

（２）記号

統計表中に使用した記号は次のとおりである。

「－」は事実のないもの

「…」は事実不詳又は調査を欠くもの
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４ 大海区区分図

⑪

⑥

③

⑧

⑦

⑩

⑫

太平洋南区

瀬戸内海区

④

⑤

⑨

⑬

⑭

①

②

北海道
太平洋北区

① 網走支庁と根室支庁の境界

② 北海道松前郡松前町と福島町の境界
③ 青森県下北郡佐井村と脇野沢村の境界

④ 千葉県と茨城県の境界
⑤ 和歌山県と三重県の境界
⑥ 和歌山県日高郡美浜町と日高町の境界

⑦ 徳島県海部郡由岐町と阿南市の境界
⑧ 愛媛県八幡浜市と西宇和郡保内町の境界

⑨ 大分県北海部郡佐賀関町佐賀関漁業地区と神崎漁業地区の境界
⑩ 鹿児島県と宮崎県の境界
⑪ 福岡県北九州市旧門司漁業地区と田ノ浦漁業地区の境界

⑫ 山口県下関市下関漁業地区と壇ノ浦漁業地区の境界
⑬ 山口県と島根県の境界

⑭ 石川県と富山県の境界

東シナ海区

東シナ海区

北海道
日本海北区

日本海北区

太平洋中区

日本海西区

太平洋北区
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Ⅲ　漁業種類区分対比表

（削除）
（削除）

(2003年(第11次)漁業センサス) 第10次漁業センサス

　　2003年（第11次）漁業センサスでは、漁業種類区分について次の変更を行った。

小 型 底
び き 網

縦 び き １ 種
沖 合 底
び き 網

底

び

き

網 小 型 底 び き 網

北 転 船

以 西 底 び き 網
南 方 ト ロ ー ル

沖 合 底
び き 網

１ そ う び き

縦 び き そ の 他

２ そ う び き

その他の遠洋底びき網

２ そ う び き
以 西 底 び き 網

１ そ う び き

ひ き 回 し 網
ひ き 寄 せ 網 ひ き 寄 せ 網

底

び

き

網 横 び き

船
び

き
網

ひ き 回 し 網 船
び

き
網

遠 洋 底 び き 網
遠洋底
びき網

地 び き 網

ま

き

網

大 中 型
ま き 網

1そうまき遠洋かつお･まぐろ

1そうまき近海かつお･まぐろ

１ そ う ま き そ の 他
２ そ う ま き

中・小型
ま き 網

巾 着 網 １ そ う ま き
巾 着 網 ２ そ う ま き
そ の 他 の ま き 網

さ け ・ ま す 流 し 網刺

網

さ け ・ ま す 流 し 網

ま

き

網

大 中 型 ま き 網

中 ・ 小 型 ま き 網

刺

網 そ の 他 の 刺 網

沿 岸 ま ぐ ろ は え 縄

か じ き 等 流 し 網
そ の 他 の 刺 網

小 型 定 置 網

大 型 定 置 網
さ け 定 置 網

敷
網

さ ん ま 棒 受 網
そ の 他 の 敷 網

遠 洋 か つ お 一 本 釣

敷
網

さ ん ま 棒 受 網
そ の 他 の 敷 網

大 型 定 置 網

そ の 他 の 釣

さ ば 釣

小 型 定 置 網
そ の 他 の 網 漁 業

い か 釣

そ の 他 の は え 縄

遠 洋 ・ 近 海 ま ぐ ろ は え 縄

さ け ・ ま す は え 縄

遠 洋 ・ 近 海 か つ お 一 本 釣

釣

そ の 他 の 漁 業

小 型 捕 鯨

そ の 他 の 釣

は

え

縄

遠 洋 ま ぐ ろ は え 縄
近 海 ま ぐ ろ は え 縄
沿 岸 ま ぐ ろ は え 縄
そ の 他 の は え 縄

遠 洋 い か 釣

沿 岸 か つ お 一 本 釣

か き 類 養 殖

わ か め 類 養 殖

ま だ い 養 殖

近 海 い か 釣

ひ ら め 養 殖

沿 岸 い か 釣

ぶ り 類 養 殖

小 型 捕 鯨

採 貝

さ ば 釣

近 海 か つ お 一 本 釣
沿 岸 か つ お 一 本 釣

潜 水 器 漁 業

ほ た て が い 養 殖

ひ き 縄 釣

採 藻

魚類養殖

そ の 他 の 魚 類 養 殖

海

面

養

殖

の り 類 養 殖

北 洋 は え 縄 ・ 刺 網

真 珠 養 殖

採 貝

真 珠 母 貝 養 殖

採 藻

そ の 他 の 魚 類 養 殖

ほ た て が い 養 殖

ほ や 類 養 殖

か き 類 養 殖

そ の 他 の 貝 類 養 殖

の り 類 養 殖

そ の 他 の 養 殖

そ の 他 の 漁 業

内 水 面 漁 業 ・ 養 殖 業

海

面

養

殖

魚類養殖

ぎ ん ざ け 養 殖

ぶ り 類 養 殖
ま だ い 養 殖
ひ ら め 養 殖

地 び き 網

真 珠 母 貝 養 殖

そ の 他 の 水 産 動 物 類 養 殖

こ ん ぶ 類 養 殖

く る ま え び 養 殖

は

え

縄

釣

そ の 他 の 海 藻 類 養 殖

真 珠 養 殖

わ か め 類 養 殖

（統合）

（細分）

（細分）

（細分）

（細分）

（細分）

（統合）

（細分）

（細分）

（細分）

（細分）

（細分）

（細分）

（細分）
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報告書の刊行一覧Ⅳ

漁業センサスに関する報告書は、次のとおり、随時刊行する予定である。

○ 既に刊行したもの

第１巻 海面漁業に関する統計（全国・大海区編）

第２巻 海面漁業に関する統計（都道府県編）

第３巻 海面漁業に関する統計（市区町村編）

第４巻 海面漁業に関する統計（漁業地区編）

第１分冊 北海道・東北・北陸

（ 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 ）北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 新潟 富山 石川 福井

第２分冊 関東・東海・近畿

（ 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 ）茨城 千葉 東京 神奈川 静岡 愛知 三重 京都 大阪 兵庫 和歌山

第３分冊 中 国 ・ 四 国

（鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知）

第４分冊 九 州 ･ 沖 縄

（福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄）

第５巻 海面漁業の構造変化に関する統計

第７巻 内水面漁業に関する統計

○ 今後刊行する予定のもの

第６巻 海面漁業の団体経営体に関する統計

別冊１ 2003年（第11次）漁業センサス総括編

別冊２ THE 2003(11TH) FISHERY CENSUS OF JAPAN（英文統計）

CD-ROM等 2003年（第11次）漁業センサス海面漁業に関する電子統計書

CD-ROM等 2003年（第11次）漁業センサス内水面漁業に関する電子統計書

Ⅴ 連絡先

この報告書に関する問い合わせ先

農林水産省大臣官房統計部経営・構造統計課センサス統計室漁業センサス統計班

電話： ０３－３５０２－８１１１ 内線２７８９

０３－３５０１－１０１３ （直 通）


